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今
回
も
、
本
会
に
寄
せ
ら
れ
た
議
会
運
営
に
関
す

る
最
近
の
照
会
に
つ
い
て
説
明
し
、
こ
れ
ら
に
関
す

る
見
解
を
述
べ
ま
す
。

な
お
、
文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
個
人

的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

Q1　

個
人
情
報
保
護
条
例
と
執
行
機
関
の
関
係

条
例
の
同
時
提
出
に
つ
い
て

　

３
月
定
例
会
に
、
議
会
か
ら
個
人
情
報
保

護
条
例
案
が
、
執
行
機
関
か
ら
個
人
情
報
に

関
係
す
る
審
査
会
の
条
例
案
が
提
出
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

　

個
人
情
報
保
護
条
例
案
に
は
、
議
会
か
ら

審
査
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
一
方
、
執
行
機
関
の
審
査
会
条
例

案
も
議
会
か
ら
の
諮
問
を
所
管
す
る
旨
の
規

定
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
双
方
が
相
手
方

の
条
例
を
引
用
す
る
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
来
な
ら
ば
、
先
に
一
方
の
条
例
案
を
可

決
さ
せ
た
後
に
、
も
う
一
方
の
条
例
案
を
提

出
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
会
期
の
都
合
上
、

同
時
に
提
出
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
条
例
案
の
提
出
は
可
能
な

の
か
。

A1　

結
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、
可
能
と
考
え
ま
す
。

本
来
な
ら
ば
、
指
摘
の
通
り
、
一
方
の
条
例
が
可
決

し
た
後
に
、
も
う
一
方
の
条
例
を
提
出
す
る
の
が
基

本
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
個
人
情
報
保
護
条
例
が
、
審
査
会
条
例

を
引
用
す
る
こ
と
が
確
定
し
て
お
り
、
同
様
に
、
審

査
会
条
例
も
個
人
情
報
保
護
条
例
を
引
用
す
る
こ
と

が
確
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Q1
の
よ
う
な
提
出
を

す
る
こ
と
は
、
許
容
さ
れ
る
と
考
え
ま
す
。

た
だ
、
外
見
上
は
、
双
方
の
条
例
が
原
案
可
決
す

る
こ
と
を
前
提
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一

部
の
議
員
か
ら
「
可
決
あ
り
き
」
と
見
な
さ
れ
、
議

会
の
審
議
や
議
決
を
軽
視
す
る
提
出
方
法
で
あ
る
と

い
う
批
判
が
出
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
批
判
を
回
避
す
る
た
め
に
、
事
前
に

議
会
内
で
当
該
運
営
に
関
す
る
留
意
点
な
ど
に
つ
い

て
、
議
論
を
行
い
、
各
議
員
の
理
解
が
得
ら
れ
た
状

態
で
提
出
す
る
こ
と
が
適
当
で
す
。

Q2　

正
副
議
長
に
対
す
る
動
議
に
つ
い
て

　

定
例
会
の
最
終
日
に
、
従
来
か
ら
、
正
副

議
長
の
議
事
運
営
に
対
す
る
不
満
を
抱
い
て

い
た
数
人
の
議
員
が
、
正
副
議
長
に
議
場
で

の
謝
罪
を
求
め
る
動
議
が
提
出
さ
れ
た
。

　

正
副
議
長
と
も
に
、
当
該
動
議
に
対
す
る

不
満
は
あ
る
も
の
の
、
動
議
と
し
て
提
出
さ

れ
、
こ
れ
が
成
立
し
た
た
め
、
議
題
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
と
判
断
し
、
当
該
動
議
の
審
議

に
つ
い
て
、
協
議
し
た
い
と
こ
ろ
、
正
副
議

長
の
除
斥
の
有
無
と
除
斥
の
場
合
の
議
事
運

営
に
つ
い
て
協
議
す
る
が
、
正
副
議
長
と
も

に
除
斥
と
な
っ
た
時
の
議
事
運
営
は
、
ど
の

よ
う
に
す
る
の
が
適
当
か
。

議
会
運
営
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A2　

ま
ず
、
当
該
動
議
に
お
け
る
正
副
議
長
の
除
斥

の
有
無
で
す
が
、除
斥
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

除
斥
は
、
議
長
辞
職
の
よ
う
な
法
的
な
事
件
（
地

方
自
治
法
第
１
０
８
条
）
だ
け
で
は
な
く
、
Q2
の
よ

う
な
、
事
実
上
の
事
件
（
ex. 

正
副
議
長
に
対
す
る

不
信
任
動
議
な
ど
）
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

除
斥
の
対
象
と
な
る
事
件
は
、
法
的
な
事
件
に
限
定

さ
れ
る
と
い
う
規
定
や
解
釈
が
な
い
の
が
理
由
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
Q2
の
場
合
、
正
副
議
長
は
除
斥

と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
正
副
議
長
が
同
時
に
除
斥
と
い
う
こ
と

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
本
来
な
ら
ば
、
当
該
動
議
は
、

議
長
、
副
議
長
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
動
議
を
提
出
す

る
こ
と
が
基
本
で
す
が
、
便
宜
的
に
一
つ
の
動
議
に

ま
と
め
て
提
出
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、外
見
上
、一
つ
の
事
件
と
な
っ

て
い
る
、
正
副
議
長
に
対
し
謝
罪
を
求
め
る
件
で
す

が
、
①
議
長
に
対
し
て
謝
罪
を
求
め
る
件
、
②
副
議

長
に
対
し
て
謝
罪
を
求
め
る
件
の
二
つ
に
分
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
に
審
議
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
①
の
件
に
つ
い
て
は
、
副
議
長
に
審
議
へ

の
参
加
の
権
利
が
あ
り
、
②
に
つ
い
て
も
同
様
に
、

議
長
に
審
議
へ
の
参
加
の
権
利
が
あ
る
こ
と
が
理
由

で
す
。

具
体
的
な
議
事
で
す
が
、
①
の
場
合
、
副
議
長
が

「
議
長
に
対
し
謝
罪
を
求
め
る
件
」
の
議
題
宣
告
を

行
い
、
議
長
が
除
斥
さ
れ
た
状
態
で
提
案
説
明
か
ら

始
め
ま
す
。
質
疑
等
を
経
て
、
採
決
を
行
い
、
可
否

を
決
定
し
ま
す
。
続
い
て
、
②
の
場
合
、
議
長
が
副

議
長
と
交
代
し
、「
副
議
長
に
対
し
謝
罪
を
求
め
る
件
」

の
議
題
宣
告
を
行
い
、
提
案
説
明
か
ら
始
め
、
①
と

同
様
に
質
疑
等
を
経
て
、
採
決
を
行
い
、
可
否
を
決

定
し
ま
す
。
い
ず
れ
も
否
決
な
ら
ば
、
次
の
議
事
に

進
み
ま
す
が
、
可
決
の
場
合
、
当
該
動
議
の
可
決
が

法
的
な
効
力
や
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
今
後
の
議
会
運
営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
副
議
長
は
、
謝
罪

す
る
こ
と
も
含
め
た
対
応
を
議
会
運
営
委
員
会
や
会

派
代
表
者
会
な
ど
で
協
議
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

参
考　

地
方
自
治
法

第
１
１
７
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長

及
び
議
員
は
、
自
己
若
し
く
は
父
母
、
祖
父
母
、

配
偶
者
、
子
、
孫
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
一
身
上

に
関
す
る
事
件
又
は
自
己
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者

の
従
事
す
る
業
務
に
直
接
の
利
害
関
係
の
あ
る
事

件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議
事
に
参
与
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
但
し
、
議
会
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き

は
、
会
議
に
出
席
し
、
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
考　

行
政
実
例
（
昭
和
25
年
３
月
23
日
）

問　

議
長
不
信
任
案
上
程
の
場
合
、
議
長
本
人
は

一
時
退
場
す
べ
き
か
又
は
本
人
は
議
員
と
し
て

の
表
決
権
を
有
す
る
か
。

答　

第
１
１
７
条
に
よ
り
、
一
身
上
に
関
す
る
事

件
と
し
て
、
そ
の
議
事
に
参
与
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

参
考　

行
政
実
例
（
昭
和
37
年
10
月
３
日
）

問　

議
長
及
び
副
議
長
の
不
信
任
の
動
議
が
成
規

の
手
続
を
経
て
同
時
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お

け
る
採
決
の
手
続
に
つ
い
て
は
次
の
両
説
が
あ

る
が
、
甲
説
を
妥
当
と
解
す
る
が
ど
う
か
。

甲
説　

議
長
及
び
副
議
長
の
不
信
任
の
動
議
が

成
規
の
手
続
を
経
て
同
時
に
提
出
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
も
議
長
の
不
信
任
の
動
議
お
よ

び
副
議
長
の
不
信
任
の
動
議
の
二
つ
の
動
議

が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
ま
ず
、
副
議

長
が
議
長
席
に
着
き
、
議
長
の
不
信
任
の
動

議
に
つ
い
て
採
決
を
と
り
、
次
い
で
議
長
が

議
長
席
に
つ
き
、
副
議
長
の
不
信
任
の
動
議

に
つ
き
採
決
を
と
る
も
の
と
す
る
。

乙
説　

議
長
及
び
副
議
長
の
不
信
任
の
動
議
が

成
規
の
手
続
を
経
て
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
議
長
の
不
信
任
の
動
議
を
副
議
長

が
採
決
を
と
る
こ
と
は
で
き
ず
、
仮
議
長
を

選
挙
し
、
仮
議
長
に
よ
っ
て
議
長
の
不
信
任

の
動
議
の
採
決
を
と
る
。

答　

甲
説
お
見
込
み
の
と
お
り
。



自治体法務研究 2023・春◆ 80

じ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
届
出
は
、
定
例
会
の
最
終
日
を
も
っ
て
議

員
を
辞
職
す
る
旨
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
終
日
一
杯

は
、
議
員
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
こ
と
が

可
能
と
考
え
ま
す
。
こ
の
た
め
、
仮
に
議
員
の
辞
職

に
つ
い
て
最
終
日
の
議
事
日
程
の
冒
頭
に
掲
載
さ

れ
、
辞
職
が
許
可
さ
れ
た
と
し
て
も
、
引
き
続
き
議

員
と
し
て
議
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、

以
後
の
審
議
に
参
加
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Q3
の
議
員
が
希
望
す
る
、
①

退
任
の
挨
拶
、②
以
後
の
議
案
審
議
（
表
決
を
含
む
）

へ
の
参
加
の
い
ず
れ
も
可
能
で
す
。
な
お
、
議
員
辞

職
の
件
を
議
事
日
程
の
冒
頭
に
掲
載
す
る
こ
と
で
す

が
、
議
事
日
程
の
基
準
の
一
つ
と
し
て
、
議
会
の
構

成
（
正
副
議
長
の
辞
職
や
議
員
辞
職
等
）
に
つ
い
て

は
、
優
先
的
に
日
程
に
掲
載
す
る
と
い
う
考
え
が
あ

り
ま
す
が
、
法
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ

て
、
Q3
の
場
合
と
異
な
り
、
議
員
辞
職
を
全
日
程
の

最
後
に
掲
載
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
の
で
、
そ
の
よ

う
な
日
程
に
す
る
こ
と
で
、
議
員
が
希
望
す
る
議
案

審
議
の
参
加
に
関
す
る
疑
念
が
生
じ
る
こ
と
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

参
考　

行
政
実
例
（
昭
和
26
年
５
月
２
日
）

問　

議
長
か
ら
、
例
え
ば
10
月
１
日
を
も
っ
て
辞

職
し
た
い
旨
の
辞
表
が
９
月
20
日
に
提
出
さ

れ
、
た
ま
た
ま
９
月
20
日
に
議
会
が
開
か
れ
て

い
る
場
合
、
こ
れ
を
議
題
と
し
て
許
可
の
議
決

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

答　

で
き
る
。

Q4　

都
道
府
県
に
対
す
る
申
入
書
の
提
出
に
つ

い
て

　

先
日
、
市
内
の
民
間
企
業
が
、
敷
地
内
に

あ
る
汚
水
処
理
施
設
の
故
障
か
ら
、
汚
水
を

河
川
に
流
出
さ
せ
る
と
い
う
事
故
を
起
こ
し

た
。

　

今
後
の
対
応
や
再
発
防
止
に
つ
い
て
、
当

該
企
業
と
県
が
協
議
を
し
て
い
る
が
、
当
市

へ
の
情
報
提
供
や
当
市
の
意
見
を
双
方
に
伝

え
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
一
部
の
議
員
が

県
に
対
し
て
、
申
入
書
を
提
出
す
る
こ
と
を

主
張
し
て
お
り
、
多
く
の
議
員
が
こ
れ
に
賛

同
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

　

申
入
書
を
市
議
会
が
県
に
提
出
す
る
こ
と

は
可
能
か
。
な
お
、
申
入
書
は
、
現
在
、
閉

会
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
員
協
議
会
や
会

派
代
表
者
会
で
決
定
す
る
こ
と
を
予
定
し
て

い
る
。

A4　

議
会
は
、
そ
の
意
思
を
意
見
書
や
決
議
と
い
う

形
で
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Q3　

議
員
辞
職
後
の
退
任
挨
拶
の
可
否
に
つ
い

て
　

今
定
例
会
の
最
終
日
（
閉
会
日
）
を
も
っ

て
、議
員
を
辞
職
す
る
旨
の
届
出
が
さ
れ
た
。

当
該
届
出
の
扱
い
に
つ
い
て
、
議
会
運
営
委

員
会
で
協
議
し
た
結
果
、
①
最
終
日
の
本
会

議
で
あ
ら
か
じ
め
議
事
日
程
に
掲
載
し
て
審

議
す
る
こ
と
、
②
当
該
日
程
は
、
会
議
の
冒

頭
に
掲
載
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　

議
会
運
営
委
員
会
終
了
後
、
辞
職
届
の
取

扱
い
に
つ
い
て
、
届
を
提
出
し
た
議
員
に
伝

え
た
と
こ
ろ
、
当
該
議
員
よ
り
、
辞
職
許
可

の
議
決
後
に
退
任
の
挨
拶
を
行
い
た
い
旨
と

そ
の
後
の
審
議
に
も
参
加
し
、
最
終
日
で
の

各
議
案
の
採
決
に
参
加
し
た
い
旨
の
申
出
が

さ
れ
た
。

　

議
決
後
は
、
議
員
の
職
を
辞
し
た
と
み
な

さ
れ
、
以
後
の
審
議
等
に
は
参
加
不
可
能
と

考
え
る
が
、
当
該
議
員
の
申
出
の
よ
う
に
、

議
決
後
も
議
場
に
と
ど
ま
り
、
審
議
等
に
参

加
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。

A3　

議
員
の
辞
職
の
効
力
は
、
本
会
議
で
の
議
決
に

よ
る
場
合
、議
決
後
直
ち
に
生
じ
る
の
が
基
本
で
す
。

し
か
し
、
辞
職
の
届
出
に
記
載
さ
れ
て
い
る
辞
職
を

希
望
す
る
時
期
が
将
来
に
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
時
期
の
到
来
を
も
っ
て
辞
職
の
効
力
が
生
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意
見
書
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
99
条
に
基

づ
く
も
の
で
す
が
、
決
議
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く

が
、
同
法
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
議
員
辞
職
勧
告
決
議
や
議
長
不

信
任
決
議
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
Q4
の
申
入
書
を
県
に
提
出
す
る

こ
と
は
、
法
的
根
拠
に
基
づ
か
な
い
事
実
上
の
行
為

と
し
て
可
能
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
議
会
の
意
思

を
示
す
手
続
は
、
議
会
（
本
会
議
）
に
お
け
る
議
決

が
必
要
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
Q4
の
後
段
に
あ
る
、

全
員
協
議
会
や
会
派
代
表
者
会
議
で
の
決
定
は
、
議

会
の
意
思
を
決
定
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

考
え
ま
す
の
で
、
本
会
議
を
開
い
て
議
決
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

な
お
、
Q4
の
事
案
が
閉
会
中
の
も
の
な
ら
ば
、
次

の
定
例
会
で
議
決
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、

次
の
定
例
会
ま
で
待
つ
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、

議
員
か
ら
の
招
集
請
求
に
基
づ
く
臨
時
会
と
い
う
選

択
肢
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
臨
時
会
の
招
集

請
求
の
要
件
は
、
付
議
す
べ
き
事
件
が
、
①
議
員
に

提
案
権
が
あ
る
事
件
、
②
具
体
性
の
あ
る
事
件
、
③

法
的
根
拠
を
有
す
る
事
件
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

申
入
書
は
、
③
の
法
的
根
拠
を
有
す
る
事
件
で
は

な
い
た
め
、
こ
れ
を
付
議
す
べ
き
事
件
と
し
て
、
臨

時
会
の
招
集
請
求
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ

の
場
合
、
意
見
書
を
付
議
す
べ
き
事
件
と
し
て
、
臨

時
会
の
招
集
請
求
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
す
。

参
考　

行
政
実
例
（
昭
和
40
年
４
月
14
日
）

問　

議
員
定
数
の
４
分
の
１
以
上
の
者
か
ら
「
東

京
都
議
会
の
清
浄
化
に
関
す
る
件
」
を
会
議
に

付
議
す
べ
き
事
件
と
し
て
臨
時
会
の
招
集
請
求

が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
長
は
議
会
を

招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

答　

設
問
の
件
は
、
法
令
に
基
づ
く
具
体
的
な
付

議
す
べ
き
事
件
に
該
当
す
る
と
は
解
さ
れ
な
い

の
で
、
当
該
案
件
に
つ
い
て
、
長
は
臨
時
会
を

招
集
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

参
考　

地
方
自
治
法

第
99
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
の
公
益
に
関
す
る
事
件
に

つ
き
意
見
書
を
国
会
又
は
関
係
行
政
庁
に
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Q5　

閉
会
中
の
議
長
の
議
員
辞
職
に
つ
い
て

　

当
市
議
会
の
議
長
が
、
一
身
上
の
理
由
に
よ

り
、
急
遽
、
議
員
を
辞
職
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

議
長
の
議
員
辞
職
の
申
出
が
閉
会
中
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
閉
会
中
の
議
員
辞
職
の
許
可

は
、
議
長
が
行
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
議
長

が
自
己
の
議
員
辞
職
の
許
可
を
す
る
こ
と
が

可
能
な
の
か
。
ま
た
、
本
市
議
会
の
議
員
の

任
期
は
、
数
箇
月
後
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

間
の
議
長
が
不
在
で
も
問
題
が
な
い
か
。

A5　

議
員
の
辞
職
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
議
決
に
よ

る
こ
と
が
原
則
で
す
が
、
閉
会
中
に
つ
い
て
は
、
議

長
の
許
可
で
議
員
を
辞
職
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

し
か
し
、
Q5
の
場
合
は
、
議
長
Ａ
が
議
員
Ａ
の
議

員
辞
職
を
許
可
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
自

分
で
自
分
の
議
員
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
違
和
感

が
あ
る
の
は
、
自
然
な
こ
と
と
考
え
ま
す
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
可
否
で
す
が
、
行
政

実
例
（
昭
和
23
年
６
月
21
日
、昭
和
30
年
３
月
25
日
）

に
あ
る
よ
う
に
、
議
長
で
は
な
く
、
副
議
長
に
よ
る

許
可
が
必
要
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
閉
会

中
の
議
員
辞
職
の
許
可
は
、
議
会
の
許
可
（
議
決
）

に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
す
。

次
に
、
議
長
が
議
員
辞
職
に
伴
い
、
欠
け
た
状
態

と
な
っ
た
場
合
の
議
会
運
営
で
す
が
、
今
後
、
議
会

が
招
集
さ
れ
る
予
定
（ex. 

定
例
会
）
の
有
無
に
よ
っ

て
、
異
な
る
と
考
え
ま
す
。

今
後
、
議
会
が
招
集
さ
れ
る
予
定
が
な
い
、
つ
ま

り
、
任
期
満
了
ま
で
定
例
会
が
招
集
さ
れ
る
予
定
が

な
い
場
合
、
副
議
長
が
職
務
代
理
者
と
し
て
対
応
す

る
こ
と
は
、
可
能
と
考
え
ま
す
。
た
だ
し
、
議
会
招

集
の
予
定
が
な
く
て
も
、
議
長
が
欠
け
た
状
態
を
放

置
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
と
判
断
す
る
な
ら

ば
、
議
長
選
挙
を
付
議
事
件
と
し
て
、
臨
時
会
の
招

集
請
求
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
今
後
、
議
会
が
招
集
さ
れ
る
予

定
が
あ
る
場
合
は
、
議
会
が
招
集
さ
れ
て
、
本
会
議
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が
開
か
れ
た
時
点
で
、
議
会
の
運
営
に
は
、
正
副
議

長
が
と
も
に
在
職
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解

さ
れ
ま
す
の
で
、
本
会
議
の
冒
頭
に
議
長
選
挙
を
行

う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

参
考　

行
政
実
例
（
昭
和
37
年
６
月
30
日
）

問　

閉
会
中
副
議
長
の
議
員
辞
職
に
伴
い
、
副
議

長
欠
員
の
ま
ま
招
集
さ
れ
た
議
会
に
お
い
て
、

議
長
不
信
任
決
議
又
は
動
議
が
提
出
さ
れ
た
場

合
、
副
議
長
選
挙
を
議
長
不
信
任
決
議
よ
り
も

先
決
事
件
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
と
解
す

る
が
ど
う
か
。

答　

お
見
込
み
の
と
お
り
。

ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク　

法
制
執
務
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

議
会
運
営
の
実
際
（
自
治
日
報
社
）

議
会
運
営
実
務
提
要
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

地
方
自
治
関
係
実
例
判
例
集
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

逐
条
地
方
自
治
法
（
学
陽
書
房
）

注
釈
地
方
自
治
法
（
第
一
法
規
）

参
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